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控除の内容

⑬
社会保険料
控除

国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金その他の健康
保険料などの社会保険料について記入します。
※他の方の年金から天引きされた分は含められません。

⑭
小規模企業
共済等掛金
控除

小規模企業共済法の共済契約掛金（旧第2種共済契約を除く）、確定拠出
年金法の企業型年金加入者掛金もしくは個人型年金加入者掛金又は心身
障害者扶養共済掛金について記入します。

⑮
生命保険料
控除
【別表3】

受取人があなたや配偶者その他の親族である一般生命保険・介護医療保
険に支払った保険料や掛金、受取人があなたや配偶者である個人年金保
険に支払った保険料や掛金のうち分配金等を除いた分について計算しま
す。
新契約（平成24年1月1日以降に契約した一般生命保険、介護医療保険、
個人年金保険）と旧契約（平成23年12月31日以前に契約した一般生命保
険、個人年金保険）で、控除額の計算方法が異なります。（最高7万円）

⑯
地震保険料
控除
【別表4】

住宅や家財等の資産についての地震保険に支払った保険料や平成18年
12月31日までに締結した長期損害保険料（契約期間が10年以上でかつ満
期返戻金があるもので、変更契約をしていないもの）について計算します。
（最高2万5千円）

⑰
寡婦控除
【別表5】

次のいずれかに該当する場合　（住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」
と記載のある人は対象外）
① 夫と死別後、婚姻していない人又は夫が生死不明な人で、合計所得金
額が500万円以下の人
② 夫と離婚後、婚姻していない人で、扶養親族（他の者の同一生計配偶
者や扶養親族とされている人を除きます。）を有し、合計所得金額が500万
円以下の人

⑱
ひとり親控除
【別表5】

あなたの性別や婚姻歴にかかわらず、現に婚姻していない人又は配偶者
が生死不明な人で、総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子（他
の者の同一生計配偶者や扶養親族とされている人を除きます。）を有し、合
計所得金額が500万円以下の人 （住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未
届）」と記載のある人は対象外）

⑲
勤労学生
控除

学生で、合計所得金額が85万円以下で、そのうち給与所得以外の所得の
合計が10万円以下の場合に26万円の控除を受けることができます。

⑳
障害者控除
【別表6】

あなたやあなたの同一生計配偶者その他の扶養親族が障害者の場合に
記入します。
※特別障害者に該当し、あなた又はあなたの配偶者、もしくはあなたと生
計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合は23万円の控
除額が加算されます。

㉑
配偶者控除
【別表7】

あなたの合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にしている配偶者（事
業専従者を除く）の合計所得金額が58万円以下の場合、あなたの所得金
額に応じて一定の控除を受けることができます。なお、配偶者が70歳以上
（昭和31年1月1日以前に生まれた人）の場合は控除額が異なります。

㉒
配偶者
特別控除
【別表8】

あなたの合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にしている配偶者（事
業専従者を除く）の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合、あなた
と配偶者の所得金額に応じて一定の控除を受けることができます。

種類

 

控除の内容

㉓
扶養控除
【別表9】

生計を一にしている親族（事業専従者を除く）の合計所得金額が58万円以下の場合、扶養控除
を受けることができます。
※控除対象外の年少扶養親族（16歳未満：平成22年1月2日以降に生まれた人）を有する場合
については申告書の所定の欄（㉓扶養控除欄の下欄）に氏名等を記入します。
※年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族の扶養控除は、「留学により住所及び居所を有しなく
なった者」「障害者」「あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万
円以上受けている者」のいずれかに該当する場合に限ります。

㉔
特定親族特別
控除
【別表10】

生計を一にしている特定親族※（配偶者及び事業専従者を除く）の合計所得金額が58万円超
123万円以下の場合、特定親族の所得金額に応じて一定の控除を受けることができます。
※平成15年1月2日から平成19年1月1日までに生まれた人（19歳～22歳）

㉕
基礎控除
【別表11】

あなたの合計所得金額が2,400万円以下の場合に43万円の控除を受けることができます。
あなたの合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合は、所得金額に応じて控除額が減
額され、合計所得金額が2,500万円超の場合は控除額が0円（適用なし）となります。

㉗ 雑損控除
災害や盗難等により、住宅や家財等に損害を受けた場合に控除を受けることができます。損失
金額は、損失の生じた日における時価によって評価します。

㉘
医療費控除
【別表12】

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について計算
します。（最高200万円　※セルフメディケーション税制を選択の場合は最高8万8千円)

種類

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

777777777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

記載例 

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項 

１ 収入金額等 、２ 所得金額 

（裏面）収入がなかった人の記入欄 

申告者の住所・氏名・電話番号・個人番号（マイナンバー）

などを記入してください。 

※１頁に記載されている ★【必要書類】を必ず添付してください。 

※給与及び公的年金等の所得の計算や、控除の計算につきましては、 

別紙 計算方法について をご覧ください。 

幸手 太郎 

幸手市東 4-6-8 

54 10 20 

43-1111 

さって   たろう 

123456789123 幸手 太郎 本人 

１６０，０００ 

２６０，０００ 

７２，０００ １１０，０００ 

１００，０００ 

３０，０００ 

幸手 花子 

幸手 一郎 

幸手 槇夫 

幸手 桜子 

1６  7  11 

53 11  1 

25  6  26 

31  4  21 

幸手 二郎 
2３  12  2 

０ 

さって   はなこ 

さって   いちろう 

さって   まきお 

さって   さくらこ 

さって   じろう 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

20０，０００ 5０，０００ １5０，０００ 

子 

父 

母 

子 

４，５００，０００ 

３，１６０，０００ 

３，１６０，０００ 

支払った金額を

ご記入ください。 

医療費控除の申告には、『医療費控除の

明細書』の添付が必要です。 

領収書は自宅で５年間保管してください。 セルフメディケーション税制

（医療費控除の特例）を選

択する場合は、区分の□に

「1」とご記入ください。 

１００，０００ 

幸手 三郎 

幸手市大字天神島 1030-1 

子 

- 2 - - 3 - 

■収入の内容
（「１ 収入金額等」に記入）

営業等 ア
小売業、外交員、大工、家内労働、
自由職業などによる収入

① アの収入金額－必要経費

農  業 イ
農産物の生産、果実の栽培、農家が
経営する家畜の飼育などによる収入

② イの収入金額－必要経費

ウ
土地・建物などの賃貸などから生ず
る収入

③ ウの収入金額－必要経費

エ
国外で支払われる預金等の利子など
による収入

④ エの収入金額＝所得金額

オ 株式などの配当による収入 ⑤ オの収入金額－必要経費

カ 給料・賞与などの収入 ⑥ 【別表１】参照

公的年金等 キ
国民年金・厚生年金・共済年金など
の収入

⑦ 【別表２】参照

業  務 ク
原稿料、印税、講演料、シルバー人
材センター配分金など、雑所得の業
務（副業）に係る収入

⑧ クの収入金額－必要経費

その他 ケ
生命保険等の年金（個人年金）など
の収入

⑨ ケの収入金額－必要経費

短  期 コ

車両、機械、ゴルフ会員権などの資
産を譲渡したことによる収入
（短期）所有期間が5年以下
→申告書裏面10のイ参照

コの収入金額－（取得費＋譲渡費）
　－　特別控除（最高50万円）

長  期 サ
（長期）所有期間が5年超
→申告書裏面10のロ参照

｛サの収入金額－（取得費＋譲渡費）
　－　特別控除（最高50万円）｝×1/2

シ
賞金、競馬等の払戻金、生命保険満
期金などの一時的収入
→申告書裏面10のハ参照

｛シの収入金額－必要経費
　－　特別控除（最高50万円）｝×1/2

配  当

種　類
所得の計算方法

（「２ 所得金額」に記入）

事
業

不動産

利  子

総
合
譲
渡

⑪

一　　　　時

給  与

雑

✓ 

✓ 幸 手 菜々 子

令和７年中に収入がなかった方は、申告書の裏面に生活状況等を記入してください。 

（裏面）扶養親族を外したい場合 

源泉徴収票等に記載された控除対象扶養親族及び 16 歳未満の扶養親族を外した

い場合は、「□    の扶養を外す」に✓し、対象者氏名を記入してください。 
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